
「平成一年分の所得税の一申告書付表1222員長賞]Jの書き方

平成ユ之年分の所得税の盛主申告書付表[~寝室員長賃)

国幸先太郎00布ムム町トxx-x

この付表は、租筏特別措置法第41条の15(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除》の規定の適用を受ける方が前年から繰り越
された前3年分の先物取引の差金等決済に係る損失の金額を本年分の先物取引に係る線所得等の金額から控除する場合や翌年以後

に繰り越される前 2年分及び本年分に生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額がある場合に使用します。

先物取引に係る雑所得等の金額

得等の金額|①|
付-{欄取批係る獅駒舗の開細書tf.OO.OOO円 の f合計」調岬の舗の合捕を転記して

' ください.

2 翌年以後に繰り越される先物取引に係る損失の計算

A 前年分までに引ききれなかっトl先物取引の ② /00.000円 L時a一-{前失年用}の申告書付表{先物取引に係る繰越損

立年

差金等決済に係る所得の損失の額 ， の⑦の金額を転記してくだきい。

本年分で差し引く先物取引の差金等決済に係る所得の損失の額 {爺字のときは司

(3年前) (①と②のいずれか低い方の金額) ③ /00，000 
先物取引に係る雑所得等の金額の差引金額

④ ~OO ，OOO (①ー③)

B 前年分までに引ききれなかった先物取引の
⑤ 之00，000

+ベ前失年用}の申告書付表(糊闘に係る糊損
差金 等決済に係る所得の損失の額 の⑪の金額を転記してくださいe

ZO年
本年分で差し引く先物取引の差金等決済に係る所得の損失の額

⑥ 
(赤字のときは団

(④と⑤のいずれか低い方の金額) 200，000 
(2年前} 翌年分以量E躍り越しτ差し引かれる先祖取引骨量童等書量E需品商骨由量生申種

⑦ 。
(⑤ー⑥)

先物取引に係る雑所得等の金額の差引金額
⑧ /00.000 (④ー⑥)

C 前年分までに引ききれなかった先物取引の ←4前失績用年を}転の記の申q告しhて書申霊赤航〈だ字さのい先場。物合取に、ヨl閣時
差金等決済に係る所得の損失の額 ⑨ き00，000 前年の⑫の金

本年分で差し引く先物取引の差金等決済に係る所得の損失の額 (赤字のときは団

2.1年 (⑧と⑨のいずれか低い方の金額)
⑩ ioo，oOO 

斗附表年前{ニの)棒な…鋼どか失のら転金嗣記額しをらて、引ききれなh た3{前年) 翌年似航船越して差し!lfJlnる嫡制維錦繍同研都量生白歯
⑪ ユ.00，000

前年の申告書第四

( ⑨ー⑩) ください。

先物取引に係る雑所得等の金額の差引金額
⑫ 。 ※ 雑損失の金額は、総合霞税の所得、分離

( ⑧ー⑩) 課税の土地建物等の霞渡所得、分躍課税の
株式等の譲渡所得等、分離標税の上場様式

3 翌年以後に繰り越される雑損失の計算 等の配当所得、分離課税の先物取引の雑所

A 円~
得等、山林所得、退職所得の順で差し引き

前年分までに引ききれなかった雑損失の額 ⑬ 渡分ま所離す得.課、税た分だの離上し、課場分税榛離式の課株等税式のの等配土の当地聾所得建渡物所、得分等櫨等の叢、課

一一年 同掛
(持掴) 本年分で差し 左のうち韓歯車祖の商骨専から差し引く雑損央 ⑭ 税の先物取引の雑所得等から差し引く順序

は己れと異なる順序で差し引いても差し支
引く雑損失の額 左得{⑫申とかう(ち⑬ら先ー物⑭蓋取)申引いL申ず差引れ量か等低〈決い済雑方にの係損る額所央I ⑮ 

(赤字のときは団
同指 えありません.

詳しくは、税務署におたずねください.

B 
前年分までに引ききれなかった雑損失の額 ⑮ U褒前年前年{ニ分の)雑なま損でどか失のの所ら転金制記額をし…て、 った2

一一年 左のうち韓告書1障の層帯等から差し引く雑損長 ⑫ 
〈ださい。

(2年前) 本年分で差し

引く雑損失の額 Z得IEI4の~-かう⑮ち}先らと{物申蓋取ー⑪引}Lのの草いPず壷I れ帯〈か決幅済雑いに方係の損童る橿所SR } ⑮ 
{蔀字のとき肱団

C 
前年分までに引ききれなかった雑損失の額 ⑩ 

一年 左のうち輯告書醜の所持等から差L引〈睡揖央 ⑧ 
{薗年) 本年分で差し

引く雑損失の額 F持区B町おうち品先)物品取引ゐの)d量金ld等決J済dに係dる所 @ 
{赤字のとき肱司

O 次の該当する欄を書いてください。
してくだきし、

先物取引に係る雑所得等の金額の差引金額又は損失額
② 

剛山t吋・叩訪問
r{欄翌失申告年のの@金書以額第後{申』三に告欄衰繰書のり{第@分越四)離さ表に課れ転税る。記用員矧失し)て申取の告く引用だ「そに}さ係のはい他る.」損rr ⑫ ⑮ ⑮ @ 

書
先物取引に係る雑所得等の金額

@ '1-00，000 (I)①が黒字 (上の①の金額) 申告書第三衰{分雌課税用}の『その他』

の場合 (0 本年分申嫡取引に悟研脅から差し引く揖矧
@ 併00，000

慣の@(申告書第四衰鍋失申告用}は r7
p、

の場合も含 ① @ トー 翌年以後に繰り越される先物取引に係る損
の

みます。) 翌年以世に躍り越さねる先歯車!It幅る園長骨量置
失の金額』欄の~)に転記してください.

転 @ ユO()，OOO また、申告書第三表{分陣頭説用)の『胃縄

記事項
⑦ + ⑪ 白+金額』慣の@及び『その他』欄の@(申告書

(2) ①が赤字 翌年以置に轟り越さhる先祖鵬|に需る量生申金額
@ 

第四表明自の失F申の告@用及}びは円損失額刻拐綱

の場合 (⑦+⑪+⑫)  
金額』欄の 同繰越損失を差し引
く計算」欄の⑮に roJを書いてくださ同

O 
官

、ー
の
付
表
は
、
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告
書
と
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左の「平成 年分の所得税の 申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)Jの記載例は、次の設例によっています。

[設例1
・平成22年分の所得 総合課税の所得金額の合計額....・H ・-…・・H ・H ・...・H ・...・H ・....・H ・.......・H ・-… 3.804.000円

先物取引に係る雑所得等の金額(雑所得)…・…・…....・ H ・....……-…....・ H ・.. 400.∞0円

・平成21年分から繰り越された先物取引に係る損失の金額・・H ・H ・...・H ・..…...・ H ・-…...・H ・..…...・H ・-… 600.000円

/ 平成 19年分の先物取引に係る損失の金額・………・.....・H ・....・H ・...・H ・.........・H ・-…H ・H ・-… 100.∞0円¥

I I内訳平成 20年分の先物取引に係る損失の金額....・H ・-…....・H ・....・H ・-…….....・H ・........・H ・-…. 200.000円 l
¥ 平成 21年分の先物取引に係る損失の金額............................................................... 300.000円ノ

・所得から差し引かれる金額...・H ・..…................................................................................. 1. 804.∞0円

O 申告書第三表(分離課税用)r所得金額J欄の記載例 O申告書第三表(分離課税用)r税金の計算J欄の記載例

O 申告書第三表(分離課税周)rその他」欄の記載例

※ 申告書第三表(分離課税用)又は申告書第四表(損失申告用)の記載方法

1 申告書第三表(分離課税用)の「所得金額j及び「その他j欄(申告書第四表(損失申告用)は r1損失額又は

所得金額」、 r4繰越損失を差し引く計算J及び r7翌年以後に繰り越される先物取引に係る損失の金額j欄)

の記載方法

(1) 本年分の先物取引に係る雑所得等の金額が黒字の場合

申告書第三表(分離課税用)の@、⑮及び⑮欄(申告書第四表(損失申告用)は@、⑮及び⑮欄)には、申告書

付表の⑫、⑫及び⑮の金額を転記します。

(2) 本年分の先物取引に係る雑所得等の金額が赤字の場合

申告書第三表(分離課税用)の⑮欄(申告書第四表(損失申告用)は⑮欄)には、申告書付表の⑮の金額を転記

します。

また、申告書第三表(分離課税用)の@及び⑮欄(申告書第四表(損失申告用)は@及び⑮欄)には、 ioJを

書きます。

2 申告書第三表(分離課税用)の「税金の計算」の「課税される所得金額J欄の記載方法

(1) 申告書第三表(分離課税用)の⑨から⑮を差し引いた金額が黒字の場合

申告書第三表(分離課税用)の@欄には、申告書第三表(分離課税用)の⑨から⑮を差し引いた金額を書き、

また、申告書第三表(分離課税用)の⑮欄には、申告書第三表(分離課税用)の@から⑮を差し引いた金額(1.∞o
円未満の端数切捨て)を書きます。

(2) 申告書第三表(分離課税用)の⑨から⑮を差し引いた金額が赤字の場合

申告書第三表(分離課税用)の⑩欄には、他に分離課税の所得がない場合は、申告書第三表(分離課税用)の

⑨と@の合計額から⑮と⑮を差し引いた金額(1.000円未満の端数切捨て)を書きます(赤字の場合は記入の

必要はありません。)。

なお、申告書第三表(分離課税用)の@欄には、記入の必要はありません。
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この付表は、租税特別措置法第41条の 15~先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除》の規定の適用を受ける方が前年から繰り越 111¥  

された前 3年分の先物取引の差金等決済に係る損失の金額を本年分の先物取引に係る雑所得等の金額から控除する場合や翌年以後 111孟nJl

に繰り越される前 2年分及び本年分に生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額がある場合に使用します。 11ド「
四|

1 先物取引に係る雑所得等の金額

[ * 1f 5t (J) 5t ~ Ju( 51 1: f，f; 1.> lIt pJT 1~ ~ (J) ~ M I CD I 同 [ 先 柳 川 る 獅 駒 の本年分の先物取引に係る雑所得等の金額④ 円 の「合計」欄の⑫の金額の合計額を転記して
ください。

2 翌年以後に繰り越される先物取引に係る損失の計算

A 則年分までに引ききれなかっ子ー先物取引の ② 円 4 前年の申告書付表(先物取引に係る繰越損
差金等 決 済 に 係 る 所 得 の 損 失 の額 『 失用)の⑦の金額を転記してください。

一一年 本年分で差し引く先物取引の差金等決済に係る所得の損失の額 ③ (梓のときは0)

(3年前) (①と②のいずれか低い方の金額)

先物取引に係る雑所得等の金額の差引金額 ④ 

( ①一③)

B 前年分までに引ききれなかっ子ー先物取引の ⑤ d 前年の申告書付表(先物取引に係る繰越損
差金等 決 済 に 係 る 所 得 の 損 失 の額 『 失周)の⑪の金額を転記してください。

本年分で差し引く先物取引の差金等決済に係る所得の損失の額 ⑥ (赤字のときは0)

一一年 (④と⑤のいずれか低い方の金額)

(2年前) 翌年分以後1:韓り越して差 LlINl~先物取引の差鰐細川る所得の損失岬 ⑦ 

( ⑤一 ⑥)

先物取引に係る雑所得等の金額の差引金額 ⑧ 

( ④一⑥)
C 前年分までに引ききれなかった先物取引の 前年の申告書付表(先物取引に係る繰越損

差 金 等決済 γ係る所得の損失の額 ⑨ 司 失用)の①が赤字の場合に、前年の⑫の金
額を転記してください。

本年分で差し引く先物取引の差金等決済に係る所得の損失の額 ⑩ (赤字のときは0)

一一年 (⑧と⑨のいずれか低い方の金額) 斗i年分までの所得から引ききれなかった3

(前年) 翌年分以後1:韓1)越して差し引かれる先物取引の差金等決済1:御所得の損失の額 ⑪ 前の雑損失の金額を、前年の申告書第四
( ⑨ 一 ⑩ ) (ニ)などから転記してください。

先物取引に係る雑所得等の金額の差引金額 ⑫ ※ 雑損失の金額は、総合課税の所得、分離
( ⑧ 一 ⑩ ) 課税の土地建物等の譲渡所得、分離課税の

株式等の譲渡所得等、分離課税の上場株式
3 翌年以後に繰り越される雑損失の計算 等の配当所得、分離課税の先物取引の雑所
A 得等、山林所得、退職所得の順で差し引き

前年分までに引ききれなかった雑損失の額 ⑬ 円岨ー ます。ただし、分離課税の土地建物等の譲
門町 i度所得、分離課税の株式等の譲渡所得等、

年 分離課税の上場株式等の配当所得、分離課

(3!f.前) 本年分で差し 左のうち総合課税の所得等同
3 はこれと異なる順序で差しヲ!いても差し支

引く雑損失の額 左のよち先均EMIt学等決済に係るま (赤字の出は0) 1......迎 えありません。
得(⑫と(⑬ら⑭)のいずれか低くい雑方の損金額) ⑮ 門町市 詳しくは、税務署におたずねください。

B 
前年分までに引ききれなかった雑損失の額 ⑮ 11 年分までの所得から引ききれなかった2

年 前一の雑損失の金額を、前年の申告書第四

本年分 差し 左のうち総合課税の所得等から差し引く雑損失 ⑫ (ー)などから転記してくださ¥，'0 
(2年前) で

引く雑損失の額 左のうち先物取引の差金等決済に係る所 (亦宇のときは0) 門l同l】んF4a ‘Qイ{欄相一損前な1広失引年左朝官噛額分又が食らま(文転申Uでいの記告所の金筈得所L額一第で金得弘思額か〈表どj前ら畑さ年引{環加のLき)、失申Fきの申告のれ告書f@な輔第周)カ四}に副裏フは転た口直繭11 

得から差 L 引く雑損失 ⑬ 
((⑫ー⑮)と(⑮⑪)のいずれか低い方の金額)

C 前年分までに引ききれなかった雑損失の額 ⑩ 

式本年分で差し 左吋

引く雑損失の額 左のうち先物取引のそ舎笥決宅に色る暫 @I(赤字のときは0) 昨 申告書第三衰(分離課税用)の「その他」
得((⑫ーか⑮ー⑩ら)と差(⑮ー与⑩)の引いずれ、か低樺い方掴の金額コペ) 欄の@(申告書第四表(損失申告用)は 14

繰越損失を差し引く計算j欄の⑪)に転記

O 次の該当する欄を書いてください。 してください。

先物取 係 等 申告書第三表(分離課税周)の「その他」
ヲ[1: る雑所得 の金額の差引金額又は損失額 ⑫ (事宇のとき1Mを甘けないで書いてく問。)円 』 欄の⑧(申告書第四衰(損失申告用)は 17

( ⑫ ー ⑮ ー ⑬ 一 ⑫ ) ~翌年以後に繰り越される先物取引に係る損

E 書 先物取引に係る雑所得等の金額 @ 失の金額」欄の⑪)に転記してください。

(1)①が黒字 (上の①の金額) 申告書第三表(分離課税用)の「その他」

の場合 (0 本年分の先物取引に保る所得から差し引(損央額 欄の@(申告書第四衰(損失申告周)は i7
の場合も含 ( ① 一 ⑫ )M I @ トー 翌年以後に繰り越される先物取引に係る損

の 失の金額」欄の@)に転記してください。
転 みます。) 翌年以後に韓り越dM先物刺11:嗣損蜘金額 @ また、申告書第三表(分韓課税周)の「所得
記 ( ⑦ + ⑪ ) 卜」「炉鍋欄の@及び「その他」問(時

事 (2) ①が赤字 翌年峨に操り越される先脚lll:恥損失の金額 ⑧ u 第四表(撤申告用)は 11融取は所得
項 の場合 ( ⑦ + ⑪ + ⑫ )  金額J欄のFの@及び 14繰越損失を差し引

く計算」欄の⑫)に ioJを書いてください。

で
す
。

申
告
に
は
、
必
ず

を
使
っ
て
く
だ
さ
い
。
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「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」の記載例

(平成00年分)

いずれか当てはま
るものをc--)で
囲んでください

一一一一一一

→選喜志
⑧ ⑧ 

氏名 00  

。 合計
(@から。までの計)

取 E 種 類 1 o OC>O 10 0 0 0 1 0 0 0 0  
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申告書第三義〈分
穣観税用〉は「収入
金額J楠の(1:)(申告
書館図表く損失申
告用〉は 11揖失
額又は所得金額」繍
のFO:垣島収入金額)
に転記 Lてくださ
u、。

黒字の場合は、申
告書館三義 E分程
保税周〉の「所得金
観J欄の@引鍋(申告
書館図表 失申
告周〉は 11 損
失額又は所得金額」
欄のFの@)にその
まま転記し、赤字
の場合は、申告書
第三義〈分離課税
用〉の「所得金観1
欄の@l(申告書第
回表〈彊量失申告周〉

所得金額
は 11 損失額又

|⑫12 u.u.T 7nn I.A 3 J'7. 1St> ι付。 は所得胡」欄の(③⑪〉 .2.， lI-tH; 7tJP I.A 3 J'7， I 悼 I~ み t> Dt:> 乙グタ ド Fの@)に loJと
書いてください。
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(※)上場カパードワラント(金融商品取引法第 2条第 1項第四号に掲げる有価証券で同条第16項に規定する金融商品取引
所に上場されているもの(同条第22項第4号に掲げる取引に係る権利を表示するものに限ります。)をいいます。)の譲
渡による譲渡所得についてその譲渡による収入金額を記載してください。

g客ふ宮b湾高宮?欄室芸家主ZZ誕生苦主義♂TILぷ?さい。 I 制。⑦本年の⑫欄の合計額が赤字のときにその赤字を翌年以降に繰り越す場合や、③本年の⑫欄の合計額が黒字のときに
前年から繰り越された赤字を本年の黒字から差し引くときには、「平成一一一年分の所得税の一一一申告書付表(先物取引
に係る繰越損失用)J も併せて作成してください。

。事業所得用又は雑所得用としてこの明細書を作成する場合は次によります。
1 @からむの各欄は、差金等決済ごとに記載してください。
2 r種類」欄には、先物取引の内容に応じて、次のように記載してください。
O 商品先物取引

差金等決済を行った商品取引所及び商品名について、東穀米国大豆、東京金、大阪ゴム指数、東穀粗糖OP-cのよ
うに記載してください。

O 金融商品先物取引等

差金等決済を行った金融商品取引所及び商品名について、東証TOPIX、東証銀行業、東証中国OP-c、大証日経
3000P・p、大証ダウ、為替証拠金米ドル/円、円 3ヵ月金利、円 3ヵ月金利OPのように記載してください。

O 上場カバードワラントの取得

上場カバードワラントの差金等決済を行った金融商品取引所及び商品名について、大証TOPIX、大証日経平均株
価、大証ハンセン指数OPのように記載してください。

3 r決済年月日」欄には、先物取引の差金等決済をした年月日を記載してください。
4 r数量」欄には、差金等決済をした先物取引の数量を記載してください。 苧

5 r決済の方法」欄には、先物取引の差金等決済の方法について、仕切、転売、権利行使、権利放棄のように記載して
ください。

6 r差金等決済に係る利益又は損失の額」①欄には、先物取引の差金等決済を行ったことにより確定した利益又は損失
の額を記載してください。なお、損失が生じた場合には、赤書き(ム印)してください。

7 r委託手数料J⑤欄には、委託手数料の合計額を記載してください。-
(注)事業所得・雑所得用としてこの明細書を作成する場合には、②欄及び⑥欄への記載は必要ありません。 幅 F

O 上場カバードワラントの譲渡所得用としてこの明細書を作成する場合は、上記の事業所得又は雑所得用の記載方法に
準じて記載するほか、次によります。

1 r譲渡による収入金額J②欄には、上場カバードワラントの譲渡による収入金額を記載してください。
2 r委託手数料J⑤欄には、その譲渡のための委託手数料を記載してください。
3 r②に係る取得費」⑥欄には、その譲渡に係る購入価額、その購入のための委託手数料を記載してください。


